
平
成
三
十
年
三
月
十
三
日
受
領

答

弁

第

一

一

七

号

内
閣
衆
質
一
九
六
第
一
一
七
号

平
成
三
十
年
三
月
十
三
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
初
鹿
明
博
君
提
出
米
軍
機
が
投
棄
し
た
燃
料
タ
ン
ク
の
回
収
費
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付

す
る
。



衆
議
院
議
員
初
鹿
明
博
君
提
出
米
軍
機
が
投
棄
し
た
燃
料
タ
ン
ク
の
回
収
費
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
八
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
「
天
災
地
変
そ
の
他

の
災
害
」
は
、
人
の
生
命
、
身
体
、
財
産
等
を
侵
害
す
る
災
害
の
全
て
を
含
む
も
の
と
解
し
て
お
り
、
災
害
対
策
基
本
法

（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
災
害
の
定
義
と
必
ず
し
も
一
致
す
る
も
の
で
は
な

い
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
災
害
で
な
く
て
も
自
衛
隊
を
派
遣
で
き
る
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
自
衛

隊
法
第
八
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
災
害
派
遣
は
、
天
災
地
変
そ
の
他
の
災
害
に
際
し
て
、
都
道
府
県
知
事
等
か
ら

同
条
第
一
項
の
要
請
が
あ
り
、
事
態
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
場
合
に
実
施
す
る
も
の
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

平
成
三
十
年
二
月
二
十
日
に
発
生
し
た
米
軍
の
Ｆ
一
六
に
よ
る
小
川
原
湖
へ
の
燃
料
タ
ン
ク
の
投
棄
（
以
下
「
本
件
事
故
」

と
い
う
。
）
に
伴
う
自
衛
隊
に
よ
る
当
該
燃
料
タ
ン
ク
等
の
回
収
に
つ
い
て
は
、
自
衛
隊
法
第
八
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に

一



基
づ
く
災
害
派
遣
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、基
本
的
に
は
防
衛
省
が
こ
れ
に
要
す
る
経
費
を
負
担
す
る
も
の
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
米
軍
が
起
こ
し
た
事
故
の
処
理
」
が
具
体
的
に
何
を
指
す
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
尋
ね
に
つ
い
て

お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
な
お
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条

に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
（
昭
和
三
十
五
年
条
約
第
七
号
。

以
下
「
日
米
地
位
協
定
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
�
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
務
執
行
中
の
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
若
し
く
は

被
用
者
の
作
為
若
し
く
は
不
作
為
又
は
合
衆
国
軍
隊
が
法
律
上
責
任
を
有
す
る
そ
の
他
の
作
為
、不
作
為
若
し
く
は
事
故
で
、

日
本
国
に
お
い
て
日
本
国
政
府
以
外
の
第
三
者
に
損
害
を
与
え
た
も
の
か
ら
生
ず
る
請
求
権
に
つ
い
て
は
、
関
係
国
内
法
令

に
従
っ
て
適
切
に
処
理
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
日
本
国
内
に
お
け
る
不
法
の
作
為
又
は
不
作
為
で
公
務
執
行
中
に
行

わ
れ
た
も
の
で
な
い
も
の
か
ら
生
ず
る
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
又
は
被
用
者
に
対
す
る
請
求
権
に
つ
い
て
は
、
加
害
者
本
人

が
責
任
を
負
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
当
事
者
間
に
お
い
て
解
決
さ
れ
る
こ
と
が
原
則
で
あ
る
も
の
の
、
か
か
る
方
法
で
解
決

さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
同
条
�
の
規
定
に
基
づ
き
、
適
切
に
処
理
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

五
に
つ
い
て

二



本
件
事
故
に
関
す
る
被
害
に
対
す
る
補
償
に
つ
い
て
現
時
点
で
確
た
る
こ
と
を
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
当

該
補
償
に
つ
い
て
、
日
米
地
位
協
定
第
十
八
条
�
⒠
⒤
等
の
規
定
に
従
い
、
米
国
に
請
求
す
べ
き
部
分
が
あ
る
場
合
に
は
、

そ
の
分
担
を
求
め
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
本
件
事
故
発
生
後
直
ち
に
、
米
側
に
対
し
、
本
件
事
故
の
原
因
究
明
及
び
再
発
防
止
並
び
に
安
全
管
理

の
徹
底
に
つ
い
て
申
し
入
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
米
側
か
ら
は
、
本
件
事
故
は
当
該
機
固
有
の
原
因
に
よ
る

も
の
で
あ
り
、
他
の
Ｆ
一
六
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
及
び
飛
行
前
の
手
順
に
の
っ
と
り
、
全
て
の
機
体
の

点
検
が
確
実
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

米
軍
機
の
飛
行
に
際
し
て
は
、
安
全
の
確
保
が
大
前
提
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
は
、
引
き
続
き
米
側
に
対
し
、
安
全
面
に

最
大
限
の
配
慮
を
払
う
と
と
も
に
、
地
域
住
民
に
与
え
る
影
響
を
最
小
限
に
と
ど
め
る
よ
う
求
め
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

三


